
最近の肝炎対策をめぐる動きについて  

1．肝炎感染者・患者数（推定）  

肝炎とは肝臓の細胞が破壊されている状態であり、無症候性キヤt」ア  
から慢性肝炎、肝硬変、肝がんに進展することがある。  
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110～140万人 うち患者  
200～240万人 うち患者  

約10万人  
約50万人  

2．肝炎に関する一般対策  

（H18 58億円→ H19 75億円→ H20概算要求 79億円）  
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・「従来の延長線上ではない新たな対策」※に係る経費の取扱いについ  

ては、今後の予算編成過程において検討する。  

※6月25日 安倍前総理の指示  

3．これまでの経緯  

（与党肝炎対策プロジェクトチーム）  

6月21日 厚生労働省からヒアリング  

6月29日 都道県単独助成事業についてヒアリング  
取組の方向性について（座長発言）  

9月05日「C型肝炎のインターフェロンの医療責助成を行う」  
「具体的な対象者等は、今後議論する」  
「裁判については引き続き注視していく」  

「対象者、自己負担額、財源等は引き続き検討中」  

フィブリノゲン製剤に関する調査報告書について  
厚生労働省からヒアリング  

10月10日  

10月25日  

11月 7日「新しい肝炎総合対策の推進」とりまとめ  

（国会）  

11月16日 衆議院に与党が「肝炎対策基本法案」を提出  
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資料2蠣1  

肝炎について   

肝炎とは肝臓の細胞が破壊されている状態であり、原因によっ  

て以下のように分糞頁される。  

ウイルス性：A型、B型、 C型、 D型、E型の肝炎ウイル  

スによる。  

薬 剤 性：薬物や毒物、化学物質による。  

アルコール性：アルコールによる。  

自己免疫性：本来異物を攻撃するための免疫系が自分自身  

を攻撃することによって起こる。   

ウイルス性肝炎は臨床的経過から、①急性肝炎、②劇症肝炎、  

③慢性肝炎に分類される。  

①急性肝炎：A型、B型、E型肝炎ウイルスによるものが多  

く、急激に肝細胞が障害され、発熱、全身倦怠  

感、黄痘などの症状が出現するが、自然経過で  

治癒する例が多い。  

②劇症肝炎：急性肝炎のうち、発症から8週間以内に高度の  

肝機能障害により脳症などを来すものを劇症肝  

炎と呼び、集中的な医学管理を必要とする。生  

存率は30％程度。  

③慢性肝炎：B型、C型肝炎ウイルスによるものが多く、長  

期間にわたり軽度の肝障害が持続する。徐々に  

肝臓が緑維化し肝硬変に至ることもある。  
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B型肝炎とC型肝炎の比較  

B  型  肝  炎   C  型  肝  炎   

原因ウイルス  B型肝炎ウイルス   C型肝炎ウイルス   

病原体の発見   1968（S43）年   1988（S63）年   

検査方法の確立  1970（S45）年   1989（目元）年   

献血時の検査開始  1972（S47）年   1989（H元）年   

主な感染経路  母子感染、血液感染（輸血、医療行為、刺青等）、家族内感染、性 感染  血液感染（輸血、医療行為、刺青等）、性感染、母子感染  

幼少時に感染した場合はキャリア※1となりやすく、成人が感染し  感染した者は年齢に関係なく、30％は一過性の感染で治癒するが、  
た場合は急性肝炎く全身倦怠感、嘔吐、黄痘などの症状を呈し、  

経過  
多くは一過性。まれに劇症化する。キャリア化も少ない。）を来しや  
すい。   

l  
無症候性キャリアから慢性肝炎、肝硬変、肝がんに進展していくことがあ   無症候性キャリア※1から慢性肝炎、肝硬変、肝がんに進展してい   

l   

くことがある。   る。   

抗ウイルス療法（インターフェロン、ラミブジン等）   抗ウイルス療法（インターフェロン、リバピリン等）  
治療法  

肝庇護療法（グリテルリテン製剤等）   肝庇護療法（グリチルリテン製剤等）   

ワクチン   あり   なし   

無症候性キャリア  口  約100万人～130万人（推定）   
人  

約150万人～190万人（推定）   

患者数※2   
約10万人（推定）   約50万人（推定）  

※肝炎患者 7万人／肝硬変・肝がん 3万人   ※肝炎患者 40万人／肝硬変・肝がん10万人   

※1：キャリアとは肝炎ウイルスが体内に存在し続けている状態の者を意味する。無症候性キャリアとは肝炎ウイルスが体内に存在  
しているが、症状が現れていない状態の者を意味する。  

※2：患者数は厚生労働省患者調査（平成17年10月）による。  
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資料2－3  

ウイルス性肝疾患の治療  

1．抗ウイルス療法  

B型肝炎であれば、インターフェロンやラミブジン等、C型  

肝炎であれば、インターフェロンやリバピリン等を投与する。  

2．肝庇護療法  

慢性肝炎、肝硬変患者等に対して、肝の線維化の阻止・遅延   

を図るため、グリテルリテン製剤等を投与する。  

3．肝がん治療  

肝がん患者に対して、延命を目的として、肝切除術、肝動脈   

塞栓術、ラジオ波焼灼療法等を行う。  
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資料2－4  

インタ ーフェロンの治療効果について   

無症候性キヤー」アは一生無症状で終わる人もいることから副作用  

の強いインターフェロンは使用せず、その保険適用もない（保険適  

用は慢性肝炎の患者のみ）。  

※ インターフェロンの副作用：発熱、頭痛、筋肉痛、けいれん、抑うつ  

症状など。  

インターーフェロンの治療効果は以下のとおり。  

1 B型肝炎に対するインターフェロンの治療効果  

約3割～4割  

（HB e抗原陽性の場合37％、HBe抗原陰性の場合28％）  

注）治療効果とは血清HBV DNA量が、非増幅法で検出されないレ  

ベル（＜105co pie s／m［）までに低下し、治療前HBe  
抗原陽性例ではHBe抗原が陰性化すること  

出典：「臨床消化器内科、Vo 仁 22、NO．4、2007」  

2 C型肝炎に対するインターフェロン治療効果  

約5割～9割  

（遺伝子型1bかつ高ウイルス量の場合48％、1型高ウイル  
ス量以外の場合87％）  

注）治療効果はSVR（S u s t ain e d Vir al Re s p o  
n s e）：治療終了後24週後のHCV－RNA陰性化率   

治療はペグ・インターフェロン／リバピリン併用療法48週間   

出典：「臨床消化器内科、Vol．22、N0．4、2007」  

－5－   



B型肝炎の自然経過  

判明している主な感染経路  

無症候性キャリア  

Cn  

一過性感染   

出生時または乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染すると、キャリア化することがありますが、  
一部のタイプを除いては、これ以降の時期の感染ではキャリア化することはまれとされていま  
す。また、B型肝炎のキャリアの場合、一部（約10－20％と推測されている）は慢性肝炎、肝硬  
変などの肝臓病がみられますが、大部分の方は発症せずに一生を終わります。  

圃t望1－NIH凪   



C型肝炎の自然経過  
判明している主な感染経路   

（原因不明も多い）  

・血液感染  

・母子感染  自然経過  

無症候性  

キャリア  
、」   

インターフェロン  

治療  

一過性感染  

■ ■ ■ ■ ＝ ＝ ■ ■ ■ ■ ＝ ＝ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ － ‾ ‾ ‾ －  

蔓C型肝炎ウイルスに感染した場合、B型肝炎よりもキャリア化する率は高いとされています。その後  
巨慢性肝炎になる人も多く、放置すれば肝硬変、肝がんに進行することもありますが、インターフェロ  
亘ン製剤等の治療によって完治が期待できるようになりましたので、早期に適切な医療を受けること  
室が大切です。 ＝＝■■■＝■■＝………………■＝■＝t……………………■1■＝■■■＝……………………■＝…＝■■】…＝…………＝…■＝…………＝＝…t＝＝＝l   



B型肝炎ウイルス（HBV）の感染ルート  

感染ルート  

持続感染（キャリア化）  母児感染  3歳未満の子供  

（主に新生児）  

成人   主に性行為（STI）   一過性感染（急性肝炎）  

（昔の輸血）  時に持続感染を起こす  

Windowperiod早期に行  

なわれた献血→稀だがあ  

り  
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ウイルス性肝炎の抗ウイルス治療  

大阪大学附属病院院長  

林 紀夫   





1）インターフェロン  

●インターフェロンα、インターフェロンβ6ケ月冴与  

○ペグ：ナ1／ターフエロンα2α7年ノ野穿与 鰯屏予虐ソ   

2）HVB逆転写酵素阻害剤  

●ラミフジン侮∽れⅦdブ〃eノ セβ∂∂卒9月ノ  

●アデフオビル毎d弓わvわ一d画γ0ズfリ セ0β4年7∂月ノ  

●ヱシテカピル存〃ねCαVfりセβ0∂卒7ノ冒ノ  

●テ／フォビル「乃乃qわⅤブリ勉  

3）インターフェロン、逆転写酵素阻害剤併用療法   



匪画   

20年度肝炎対策概算要求のポイント  
r‾ ‾‾‾‾－‾‾‾ ‾‾‾■‾‾ ‾●‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾■‾ ‾‾‾▲‾‾  「  
t 

l  

：平成20年度概算要求額 79億円：  
I 

1  

（19年度予算 75億円）  
I 

I   

l 総合的な推進体制の強化  

P 国において「全国肝炎対策懇談会」を設置するとともに、都道府県   

等において「肝炎対策協議会」を設置し肝炎対策計画の策定等を行う。  

2 肝炎ウイルス検査等の実施、  検査体制の強化  

○ 保健所における検査体制の充実（医療機関委託も可）など、利便性   

に配慮した検査体制の整備 等  

3 治療水華や哺艮二（診療体制の整備、治療方法等の研究開発）   

○ 各都道府県において、中核医療施設として「肝疾患診療連携拠点病   

院」を整備するとともに、国においてもこれら拠点病院を支援する「肝  

炎中核医療機関（仮称）」を設置する。  

○ 研究事業の拡充 等  

4 感染防止の徹底  

○ 血液透析一歯科診療等における感染防止の徹底 等  

5朋党■相談指導の充実   

○ 保健所における相談事業の充実   

○ 新聞広告や電車内広告の活用などによる普及啓発の積極的な実施  

等  

O 「従来の延長線上ではない」新たな対策に係る経費の取扱いについて   

は、今後の予算編成課程において検討する。  
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参考資料3  

健発第0419001号  
平成19年4月19日  

各都道府県知事 殿   

厚生労働省健康局  

肝疾患診療体制の整備について（通知）  

肝炎対策の推進については、平成19年1月26日全国C型肝炎対策医療懇談会報告書  

「都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガイドライン」を配布したとこ  

ろである。   

肝疾患に係る地域の医療水準の向上を図る観点から、肝疾患診療体制の整備は極めて  

重要な課題であり、各都道府県においては、下記の点を踏まえ引き続き肝疾患診療体制  

の確保と診療の質の向上を図っていただくようお願いする。  

記  

1 肝疾患診療の基本的あり方   

検査で発見された肝炎患者を適切な医療に結びつけることは極めて重要であるが、   

正確な病態の疫撞や治療方針の決定には、肝炎に関する専門的な医療機関の関与が不   

可欠となる。肝炎の診療においては、かかりつけ医と専門医療機関等との連携が必須   

であり、それぞれの役割に応じた診療体制構築を図る必要がある。   

各都道府県申において良質か？適切な医療を受けられるようにするためには、地域   

の医療機関における肝炎を中心とする肝疾患診療の向上、均てん化を図る必要があり、   

このため各都道府県においては、肝疾患診療連携拠点病院を選定し●、当該病院を拠点   
として他の専門医療機関と連携しつつ、－診療体制の構築を進めていくことが望まれる。  

2 肝疾患に関する専門医療機関の機能   

肝疾患に関する専門医療機関については、以下の条件を満たすものする。   

（1）専門的な知識を持つ医師（日本肝臓学会や日本消化器病学会の専門医等）によ  

ゝ    る診断（活動度及び病期を含む）と治療方針の決定が行われていること。   
（2）インターフェロンなどの抗ウイルス療法を適切に実施できること。   

（3）肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できること。   

なお、同医療機関は2次医療団に1カ所以上確保することが望ましい。  
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二3 肝疾患診療連携拠点病院の機能   

肝疾患診療連携拠点病院は、肝疾患に関する専門医療機関に求められる上記の条件   

を満たした上で、肝炎を中心とする肝疾患に関する以下の機能を有し、都道府県の中  

で肝疾患の診療ネットワークの中心的な役割を琴在果たしている、又は将来果たすこ   

とが期待される医療機関とする。   

（1）医療情報の提供   

（2）都道府県内の専門医療機関等に関する情報の収集や提供   

（3）医療従事者や地域住民を対象とした研修会・講演会の開催、相談支援   

（4）専門医療機関等との協議の場の設定   

また、上記（1）から（4）のほか、肝がんに対する集学的治療が実施可能な体制が必要   

である。  

なお、同医療機関は都道府県において原則〉カ所選定することとする。  

4 肝疾患診療連携拠点病院等の選定について  

肝疾患に関する専門医療機関、肝疾患診療連携拠点病院については、医師会、肝   

炎に関する専門医、関係市区町村及び保健所の関係者等で構成される肝炎診療協議   
会において選定することとする。  
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事  務  連  絡  

平成19年4月19日  

各都道府県肝炎対策担当者 殿  

厚生労働省健康局疾病対策課  

肝疾患診療連携拠点病院の選定について   

肝炎対策の推進につきましては、平素より格別の御高配をいただき厚く御礼申し上げ  

ます。   

さて、厚生労働省では「全国C型肝炎診療懇談会」において「都道府県における肝炎  

検査後肝疾患診療体制に関するガイドライン」がとりまとめられ、本ガイドラインの中  

で都道府県の肝炎対策協議会において肝疾患診療連携拠点病院を選定することなどが  

盛り込まれております。   

この肝疾患診療連携拠点病院の選定にあたっては別途通知（平成19年4月19日健  

発第0419001号「肝疾患診療体制の整備について」）しているところですが、各都道府  

県におかれましては、すみやかに肝疾患診療連携拠点病院の選定に取り組まれるようお  

願いいたします。   

また、指定にあたり、事前に当職あて協議をいただきますようお原凱、いたします。   

なお、ご協議いただく事項等については別紙1の・とおりとしますので、ご留意願いま  

す。  

（照会先）厚生労働省健康局疾病対策課 阿部、中村  

電話03（3595）2249 FAX O3（3593）6223  
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別紙1  

肝疾患診療連携拠点病院の選定にかかる協議事項等について  

1 協議事項  

下記のとおりとする。   

（1）選定する拠点病院の名称   

（2）所在地   

（3）施設の概要   

（4） 選定理由   

（5）選定予定年月日   

（6）その他、特記事項  

2 様式  

任意とする。  

3 添付書類   

必要に応じて、下記の資料を添付すること。   

（1）肝炎診療協議会等で検討を行った際の会議資料   

（2）選定までの過程を示す資料   

（3）肝疾患診療連携拠点病院選定後の都道府県内の医療提供体制に関する資料   

（4）肝疾患診療連携拠点病院選定後の相談支援・研修計画等に関する資料 等  
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